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5 . 電気工事の施工方法
1. 高圧工事

(1) 工事の種類
・がいし引き工事：乾燥した場所であって展開した場所に限る ．

・ ケーブル工事

（解釈第 187， 202条 )(2 ) ケーブル工事の施工方法
支持点間距離 ：造営材の面に沿う配線は 、① ２ｍ以下

６ｍ以下人の触れる恐れのない垂直配線は

② 離隔距離 ： 他 の高圧屋内配線 ，低圧屋内配線 ， 弱電流電線等又は水管 ，

１ ５㎝以上ガス管等とは

＊耐火性のある堅ろ うな隔壁や管に収めた場合は でもよい ．１ ５㎝未満

③ 接地工事 ： ケ －ブルの金属製被覆 ，金属製の防護管 ，金属製の電線接続

箱はＡ種接地工事を施す．

＊人が触れる恐れのないよ うに施設する場合はＤ種接地工事でもよい

(3) 高圧架空ケーブル工事 (解釈第 65条 ）
・ 架空ケーブルのちょ う架方法 （ハンガーによ りち ょ う架する場合 ）

① ち ょ う 架用線 ： の亜鉛 メ ッ断面積 22 [mm ]以 上２

キ鉄よ り線

50㎝以下② ハンガー間隔 ：

③ 接地工事 ： ち ょ う 架 用 線及び ケ－ブルの金属

製被覆にはＤ種接地工事

(4) 高圧屋側電線路の工事 (電技解釈第 92条 )
屋側電線路の造営材の面に沿い施設する場合は ， ケ－ブルを堅ろ う な管若

し く は ト ラ フ に 収め ， 又 は人が触れ る 恐れが ない よ う に 施設す る ． 支持点間距

離，離隔距離，接地工事についてはケ－ブル工事に準ずる．

3. 高圧地中電線路の工事 (電技解釈第 134,137,139条 )
接埋設式 ，管路式 ，暗 き ょ 式の施設方式があ るが高圧地中配線では直接直

埋設式が殆どである ．直接埋設式による施設は次の方法による ．

① ケ－ブルの防護 ： Ｃ Ｄケ－ブル ，がい (鎧 )装 を有するもの以外は ，堅ろ うな ト

ラフ等に収める ．

② 埋設深さ ：車両その他の重量物の圧力を受ける場合は ，その他は1.2ｍ以上

とする0.6ｍ以上

③ 埋設表示 ： ｢物件の名称 ｣｢管理者 ｣｢電圧 ｣の表示事項を約 2ｍの間隔で表示

する ．需要場所に施設する場合は ｢電圧 ｣のみの表示で よい ．又

電線路の長さが 15ｍ以下の場合は省略できる ．

(4) 変圧器の低圧側の接地
高圧又は特別高圧 と低圧の混触によ る危険を防止するため ，低圧側の中性

点 に(使用電圧 300Ｖ以下で中性点に施し難い場合は低圧側の一端子でもよい )

は Ｂ種接地工事を施す．

Ｂ種接地抵抗値ＲＢ≦
高圧電路の１ 線地絡電流[Ａ]

低圧側の電位上昇[Ｖ]

2. 低圧屋内電路

(1) 屋内電路の対地電圧の制限(解釈第162条)
原 則 と し て 150Ｖ 以 下 で あ る が ， 次の各項目 を条件に対地電圧が 300Ｖ ま で

緩和されている ．

① 白熱電灯，放電灯に供給する電路

電灯 ・放電灯及びこれに付属する電線は ，人が触れるおそれがないよ うに施

設し ，白熱電灯の受口は，キ－その他の点滅機構のないものを使用する ．

② 住宅屋内で定格消費電力２ [KW]以上の機器のみに供給する電路

・使用電圧が300Ｖ以下であること．

・機器と屋内配線は直接接続し，人が容易に触れるおそないように施設する．

・ 機器に電気を供給する電路には ，専用の開閉器及び過電流遮断器並び

に漏電遮断器を施設する ．

③ 住宅屋内から仕事場に三相 200Ｖ を引込む場合

人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事，金属管工事又はケ

－ブル工事によ り施設する ．

(2) 漏電遮断器の施設 (電技解釈第 40条 )
・ 施設が必要な箇所

① 人が容易に触れるおそれがあ る場所に施設する使用電圧が 60Ｖ を超え

る低圧の金属製外箱を有する機械器具に電気を供給する電路

② 高圧又は特別高圧と変圧器で結合される 300Ｖ を超える低圧電路

③ 住宅屋内に施設する対地電圧 150Ｖ を超え 300Ｖ以下の低圧電路

④ ライテ ィングダク ト 、平形保護層配線に電気を供給する電路

・漏電遮断器が省略できる場合

① 機器を発変電所等に設置する場合

② 機器を乾燥した場所に施設する場合

③ 水気のある場所以外に対地電圧 150Ｖ以下の機器を施設する場合

④ 3Ω以下の接地抵抗値で接地した機器の場合

⑤ 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機器である場合

⑥ 絶縁変圧器 (二次電圧 300Ｖ以下、非接地 )の負荷側電路の場合

3. 低圧屋内配線工事
(1) 電線の接続 （省令第 ７条 ）

電線を接続する場合は ，接続部分において電線の電気抵抗を増加させない

よ う に接続す るほか ，絶縁性能の低下 （ 裸電線を除 く ． ） 及び通常の使用状態

において断線のおそれがないよ うにしなければならない ．

「電線の接続法 」 （解釈第 12条 ）
① 原則として ，電線の引張強度 20[%]以上低下させない．

② 原則 と し て ，接続部分には接続管などの器具を用いるか ， ろ う 付けをす

る ．

③ アル ミ ニ ウ ム （ アル ミ ニ ウム合金を含む ． ） 電線 と銅 （銅合金を含む ． ） 電線

を接続する と きなど電気化学的性質が違 う ものを接続する場合には ，電気的
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腐食 （電食 )が生じないよ うにする ．

解釈第 174条 )(2 ) 一般場所の配線工事の種類 （
施設場所 展開 隠ぺい場所

できる できな配線工事の種類 た場所 点検 点検

合成樹脂管工事 ○ ○ ○ ○ ： 施 設 可

金属管工事 ○ ○ ○ × :施 設 不 可

使用 ケ－ブル工事 ○ ○ ○ 乾 :乾 燥 し た 場

電圧 可と う電線管工事 所 に 限 り 施 設

○ ○ ○ 可

6 0 0 (２種金属製 ) Δ : 3 0 0 Ｖ 以 下

V がいし引き工事 ○ ○ × は 施 設 可 、 3 0 0

以下 金属ダク ト工事 乾 乾 × Ｖ 超 過 は 乾 燥

バスダク ト工事 △ 乾 × し た 場 所 に限 り

合成樹脂線ぴ工事 乾 乾 × 施設可

使用 金属線ぴ工事 乾 乾 ×

電圧 ライテ ィングダク ト工事 乾 乾 ×

3 0 0 平形保護層工事 × 乾 ×

V 以 セルラダク ト工事 × 乾 乾

下 フロアダク ト工事 × × 乾

(3) 低圧屋内配線の工事方法

[1]合成樹脂管・金属管・可とう電線管工事
(a ) 共通事項

① 使用電線は屋外用ビニル絶縁電線を除 く絶縁電線でよ り線 ，単線では直

径 3.2[㎜ ]以下のものを使用する．

② 管内には，電線の接続点を設けないこと ．

③ 湿気の多い場所または水気のある場所では，防湿装置を施すこと ．

(b) 施工上のポイン ト

① 合成樹脂管工事 (電技解釈第 177条 )

・ 管 の接続は管の外径の 1.2倍 (接 着剤使用は 0.8倍 )以 上差 し込む ，合成樹脂

製可と う電線管 (PF管 )相互の接続はカップ リング等で行な う ．

・ Ｃ Ｄ 管は コ ン ク リ － ト に直接埋設す る以外は ，専用の不燃性又は自消性のあ

る難燃性の管などに収める ． ・管の支持点間距離は 1.5[m]以下

② 金属管工事 (電技解釈第 178条 )

・ コ ン ク リ－ トに埋込むものは厚さ 1.2[㎜ ]以上 ，その他は 1[㎜ ]以上

・管相互，管とボッ クス とは堅ろ うに電気的に完全に接続する．

③ 金属製可と う電線管工事 (電技解釈第 180条 )

・ 一種可と う電線管は展開した場所又は点検できる隠ぺい場所で乾燥した場所

．(300[Ｖ ]超過の場合は電動機の接続部分に限る )で使用できる

[2] ケーブル工事 (電技解釈第 187条 )
・ 使用電線はケ－ブル， ３種 ， ４種のキャブタイヤケ－ブル，

ただし ， コンク リ－ ト埋設にはコンク リ－ ト直埋用ケ－ブル，Ｍ Ｉケ－ブル

・ 支持点間距離 ：造営材の下面または側面に取付る場合は 2[ｍ ]以下 ， 人が触

れ るおそれがない場所で垂直に取付け る場合 6[ｍ ]以 下 ， キ ャ ブ タ イ ヤ ケ－ブ

ルは 1[ｍ ]以下

・ア クセスフロア配線 （ＯＡ配線 ）工事

使用電線 ： ケーブル （ ビニル外装 ，ポ リ エチレン外

装等 ） ， ビ ニルキ ャブ タ イヤケーブル （ 300Ｖ を超え る

場合は三種以上のキャブタイヤケーブル ）

[3] 金属ダクト工事 (電技解釈第 181条 )
・電線は屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線

・ダクトの終端部は閉そくする．

・幅 5㎝超過，厚さ 1.2㎜以上の鋼板製のダクトに

収める電線の占積率は 20％以下

・電線を分岐する場合その接続点が容易に点検できるときに限り電線の接

続ができる．

・支持点間の距離は造営材に堅ろうに取付る場合は 3ｍ以下，取扱者以外

の者が出入りできない場所に垂直に取付る場合は 6ｍ以下

[4] バスダクト工事 (電技解釈第 182条 )
・ 使用電線は銅又はアルミニウムの板 (帯 )を

用いる．

・ダクト (換 気型のものを除く )は終端部を閉

そくし，内部に塵あいが侵入し難いようにす

る．

・支持点間の距離は造営材に堅ろうに取付る

場合は 3ｍ以下，取扱者以外の者が出入りでき

ない場 所に垂直に取付る場合は 6ｍ以下

[5] フロアダクト・セルラダクト工事 (電技解釈第 183,184条 )
・引出口は床面より突出しないように施設し，

終端部は閉そくし，又，水が侵入しないよう密

封する．

・電線に接続点を設けないこと．ただし，電線

を分岐する場合において，その接続点が容易に

点検できるようにすれば電線の接続ができる．

[6] ラ イティングダクト工事 (電技解釈第

185条 )
・ 終 端部 を閉そ く し ， 開口部は下向に造営材 を貫

通させない ．

・ ダ ク ト を 人 が 容 易 に触 れ る お そ れ の あ る 場 所 に

施設するときは ，漏電遮断器を設置する．

アクセスフロア配線

セルラダク ト工事
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・ 支持点間の距離は 2ｍ以下で造営材に堅ろ うに取付る ．

[7] 平形保護層工事 (電技解釈第 186条 )
・対地電圧 150[V]以 下の電路で，漏電遮遮断器を設置し， 30[A]以 下の分

岐回路とする．

・住宅，旅館・ホテル・宿泊所の宿泊室，学校などの教室，病院・診療

所等の病室等は施設できない．

[8] 線ぴ工事 (電技解釈第 176,179条 )
・ 屋外用ビニル絶縁電線を除 く絶縁電線を使用し 、線ぴ内では電線を接続しな

い．

・線ぴの規格 合成樹脂線ぴ ：みぞの幅、深さが 3.5[㎝ ]以下

金属線ぴ ：幅 5[㎝ ]以下 、厚さ 0.5[㎜ ]以上

(解釈第 192～ 195条 )(4 ) 特殊場所の配線工事の種類
特殊な場所 配線工事の種類

・爆燃性粉じん (マグネシウム ，アル ミニ ウム

等の粉じん )の多い場所 金属管工事，ケ－ブル工事

・火薬類の粉末が飛散する場所 ＊ 移 動 電 線 は 三 種 以 上 の キ

・ 可 燃性 ガ ス ､引 火性物質の蒸気が充満 し ャブタイヤケ－ブル

ている場所

・可燃性粉じん (小麦粉 ，でん粉 ，石炭等の 金属管工事，ケ－ブル工事，

粉じん )のある場所 合 成樹脂管工 事 (Ｃ Ｄ 管 除 く )

・ 危 険物 (セ ル ロ イ ド ， マ ッ チ ，石油類等 )の ＊ 移 動 電 線 は 二 種 以 上 の キ

ある場所 ャブタイヤケ－ブル

・ 火 薬庫内の対地電圧 150Ｖ 以 下 の電灯 ， 金属管工事，ケ－ブル工事

蛍光灯への配線

① 金属管工事

・金属管は薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度のもの

・ボッ クスその他の付属品，プルボックスにはパッキングを用いる．

・ 管 相互及び管 と ボ ッ ク ス そ の他の付属品 ， プルボ ッ ク ス 又は電気機械器具 と

は， ５山以上ねじ合わせて接続する．

・ 電動機に接続する部分で可 と う性を必要 とする部分の配線は ，耐圧防爆形の

フレクシブルフイッチングを使用する．

② ケーブル工事

・外装を有するケ－ブル又はＭ Ｉ ケ－ブル以外は ，管その他の防護装置に収め

て施設する． ・粉塵が侵入しないよ うパッキングを用いる ．

③ 合成樹脂管工事

・厚さ ２㎜未満のもの及びＣＤ管は使用できない．

・ボ ッ クスその他の付属品，プルボックスにはパッキングを用いる ．

(4) 電気機械器具

・爆燃性粉じん場所…粉塵防爆特殊防塵構造

・可燃性粉じん場所…粉塵防爆普通防塵構造

・可燃性ガスの場所…耐圧防爆構造 ・危険物の存在場所…全閉型

(電技解釈第 24,27,29条等 )4. 接地工事の種類と施設箇所
接地工事の種類 施設箇所

Ａ種接地工事 高圧機器の鉄台 ・金属製外箱 、避雷器 、高圧ケ－ブル

の銅テ－プ ・防護装置の金属部分

Ｂ種接地工事 変圧器の低圧側の中性点 (使用電圧 300Ｖ 以下 で中性

点に施し難い場合は低圧側の一端子でもよい )

Ｃ種接地工事 300Ｖ を 超 え る低圧電路の機器の鉄台 ・ 金属製外箱及

び金属管 ・配線等の金属製部分

Ｄ種接地工事 300Ｖ 以下の電路の機器の鉄台 ・ 金属製外箱及び金属

管 ・ 金 属 ダ ク ト の 金 属製部分 、 高 圧計器用変圧器 ・ 変

流器の二次側電路

高圧ケ－ブルの銅テ－プ （遮へい層 ）の接地工事の方法・

地絡事故の検出は 、 ケーブルの事故点か ら

ケ ー ブ ル の 片 端 接 地 方 向 へ 地 絡 電 流 Ｉ が 流ｇ

れ 、 零 相 変流器 と 鎖 交 し 地 絡継電器 を 動作 さ

せる ．

一般に受電室側での片端接地とする ．
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